
大　阪　府　阪　南　市

令 和 ４ 年 度



 阪南市の人事行政の運営状況について公表します
 阪南市における 職員の給与や職員数、 勤務条件など の人事行政の運営状況について、 次のと おり 公表し ま す。

１　総括
（ １ ） 　 人件費の状況　 ( 普通会計決算） ( 人口は令和4年1月1日現在）

（ ２ ） 　 職員給与費の状況　 ( 普通会計決算）

＊職員手当には退職手当は含みま せん。

＊職員数については、 令和3年4月1日現在の地方公務員給与実態調査の職員数です。 ま た、 任期付短時間勤務職員（ 再任用職員（ 短時間勤務） ） 及び会計年度任用職員を含みま せん。

＊給与費については、 任期付短時間勤務職員（ 再任用職員（ 短時間勤務） ） の給与費が含ま れていま すが、 会計年度任用職員の給与費は含ま れていま せん。

（ ３ ） 　 ラ ス パイ レ ス 指数の状況　 　 ( 各年4月1日現在）

（ 補正前のラ ス パイ レ ス 指数×（ 1＋当該団体の地域手当支給率） ／（ 1＋国の指定基準に基づく 地域手当支給率） によ り 算出。 ）

＊類似団体平均と は、 人口規模、 産業構造が類似し ている 団体のラ ス パイ レ ス 指数を単純平均し たも のです。

( 参考） 類似団体平均
一人当たり の給与費

千円

＊ラ ス パイ レ ス 指数と は、 全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する ため、 国の職員数( 構成） を用いて、 学歴や経験年数の差によ る 影響を補正し 、 国の行政職
俸給表( 一） 適用職員の俸給月額を100と し て計算し た指数です。

6, 120567, 253

人件費B

千円

住民基本台帳人口

6, 474

一人当たり 給与費
B/A

14. 3%21, 119, 573 419, 538

千円 千円

職員手当

職員数
A

区分

17. 4%令和３ 年度

1, 335, 098

給料

千円

千円

区分

＊（ ） 書き の数値は、 地域手当補正後ラ ス パイ レ ス 指数を指す。 地域手当補正後ラ ス パイ レ ス 指数と は、 地域手当を加味し た地域における 国家公務員と 地方公務員の給与水準を比較す
る ため、 地域手当の支給率を用いて補正し たラ ス パイ レ ス 指数。

給　 　 　 与　 　 　 費

実質収支

千円338人

千円

計   B

3, 673, 462

歳出額  A （ 参考） 令和2年度人件費率

52, 299 人

2, 188, 125令和３ 年度 千円285, 774

期末・ 勤勉手当

人件費率  B/A

95

96

97

98

99

100

101

阪南市 類似団体平均 全国市平均

H31.4.1
96.6(96.6)

H31.4.1
98.3 

H31.4.1
98.9 

R2.4.1
95.9(95.9)

R2.4.1
98.3 

R2.4.1
98.9 

R3.4.1
95.7(95.7)

R3.4.1
98.2 

R3.4.1
98.8 

R4.4.1
97.4(97.4)

R4.4.1
98.3 

R4.4.1
98.7 

H31.4.1

R2.4.1

R3.4.1

R4.4.1
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（ ４ ） 　 給与制度の総合的見直し の実施状況について

　

　

　

平成28年度

6%6%6%6%

6% 6% 6% 6%

　 ③　 その他の見直し 内容

（ ５ ） 　 特記事項

4%

4%

5%

5%

令和3年度

6%

6%

令和元年度

　 国基準の6％に対し 本市においても 6％に改正。
　 段階的に支給割合を引き 上げる こ と と し 、 平成27年4月1日時点は4％、 給与改定後は平成27年4月に遡及し 5％、 平成28年4月1日時
点は6％を支給。

実施内容

平成26年度

3%

3%

令和2年度平成30年度平成29年度

( 給料表の改定実施時期） 　 平成27年4月1日

( 内容）
　 ・ 一般職の給料表については、 国の総合的見直し を踏ま え平均2％の引下げを行いま し た。
　 ・ 激変緩和のため、 3年間( 平成30年3月31日ま で） の経過措置（ 現給保障） を行いま し た。

実施内容

阪南市の支給割合

実施済み

　 ②　 地域手当の見直し

実施済み

国基準によ る 支給割合

　 ■　 平成２ ７ 年度から 管理職員特別勤務手当を国と 同様に見直し を実施。

　 ■　 平成２ ７ 年度に管理職手当の見直し を実施。

　 ■　 平成２ ７ 年度から 特別職及び管理職の給料減額を行っていま す。
　 　 　 減額率（ 令和４ 年４ 月１ 日現在） ・ ・ ・ 市長： ２ ２ ％、 副市長及び教育長１ １ ． ５ ％、 管理職２ ． ５ ～４ ％減額を実施。

各年度の支給割合

平成27年度

4月1日時点 遡及改定後

　 国の給与制度の総合的見直し においては、 俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し 等に取り 組むと さ れており 、 本市における 取り 組み状況は以下
のと おり です。

　 ①　 給料表の見直し

6%

6% 6%

6%

令和4年度
【 参考】
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（ １ ） 　 職員の平均年齢、 平均給料月額及び平均給与月額の状況

①　 一般行政職

＊｢平均給料月額」 と は、 令和4年4月1日現在における 職種ごと の職員の基本給の平均です。

( 令和4年4月1日現在）

一般行政職
円

阪南市

円

教育職( 幼稚園）

円

円

150, 600

188, 700 182, 200

円

高校卒

（ ２ ） 　 職員の初任給の状況

平均年齢

209, 100

円

円

円

区分

円

大学卒

区分 大阪府

＊教育職については、 国に対象と なる 職種があり ま せん。

362, 235 433, 855

188, 700大学卒

円

円

円

円

国

333, 832

円

円

309, 908

区分

307, 579類似団体

38. 8歳

356, 010

＊｢平均給与月額」 と は、 給料月額と 毎月支払われる 扶養手当、 地域手当、 住居手当、 時間外勤務手当など のすべての諸手当の額を合計し たも のであり 、 地方公務員給与実態調査において
明ら かにさ れている も のです。 ま た、 「 平均給与月額（ 国ベース ） 」 は、 国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、 特殊勤務手当等の手当が含ま れていないこ と から 、 比較のため国
家公務員と 同じ ベース で再計算し たも のです。

429, 302

円46. 4歳

42. 7歳

阪南市

平均給料月額

41. 0歳

338, 537大阪府

平均給与月額

円415, 855

356, 415

41. 8歳

平均給与月額
（ 国比較ベース ）

平均年齢 平均給与月額

314, 101 円

153, 500

187, 300

円

372, 403

円

円41. 5歳

405, 049

381, 496411, 879

平均給料月額

392, 862類似団体 円

41. 8歳 円

②　 教育職（ 幼稚園含む）

-

160, 100

-国

大阪府 円

阪南市

323, 711

( 令和4年4月1日現在）

円
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（ ３ ） 　 職員の経験年数別・ 学歴別平均給料月額の状況　 ( 令和4年4月1日現在）

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（ １ ） 　 一般行政職の級別職員数の状況

７ 級

28

一般行政職

円

該当者なし 371, 400

330, 733 370, 233大学卒

304, 200

円

人

9. 5%

円

381, 000

部長・ 理事

経験年数20年

高校卒

経験年数10年

100%

構成比

350, 000 円

円

主事

総括主査・ 主査・ 主任 人

円

級別基準職務

総括主事

１ 号給の給料月額

( 令和4年4月1日現在）

課長代理

29. 8%

１ 級

27

36

289, 700

285

大学卒

195, 500

人

合計 人

231, 500

53

職員数

３ 級 85

12. 6%

408, 100

主幹

327, 300

該当者なし

146, 1003. 5%

該当者なし

468, 60010

247, 600

円

264, 200

36

人 円

人 444, 900

円４ 級

２ 級

教育職( 幼稚園）

最高号給の給料月額

円

18. 6%

9. 8%

８ 級

円

249, 445

経験年数25年 経験年数30年

392, 020 円

該当者なし

６ 級

円

主事

副理事・ 課長

円410, 200

362, 900

3. 5%

人

円

393, 000

円

円

円

円

該当者なし

円

人５ 級

区分

人 319, 200 円

＊級別基準職務と は、 それぞれの級に該当する 代表的な職務です。

＊阪南市の給与条例に基づく 給料表の級区分によ る 職員数（ 再任用短時間勤務職員を除く ） です。

10

12. 7%

円

該当者なし

区分
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

(令和4年4月1日現在） １年前の構成比 5年前の構成比

1級 3.5% 1級 2.8% 1級 4.8%

2級 9.5% 2級 11.7% 2級 9.1%

3級 29.8% 3級 29.3%
3級 25.0%

4級 18.6% 4級 18.3%
4級 18.7%

5級 12.6% 5級 13.1%
5級 13.5%

6級 9.8% 6級 9.0%
6級 11.0%

7級 12.7% 7級 12.0% 7級 13.5%

8級 3.5% 8級 3.8% 8級 4.4%

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級
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（ ２ ） 　 国と の給料表カーブ比較表（ 行政職（ 一） ） 　( 令和4年4月1日現在）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級
阪南市（R4）

国家公務員（R4)

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和４年４月１日時点

国９級

国８級 市８級

国７級 市７級

国６級 市６級

国５級 市５級

国４級 市４級

国３級 市３級

国２級 市２級

国１級 市１級
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（ ３ ） 　 昇給への人事評価の活用状況（ 阪南市）

　 　 活用予定時期

○ ○

未定 未定

　 ロ 　 人事評価を活用し ていない

　 　 上位、 標準、 下位の区分

一般職員

活用し ている 昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある 区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある 区分

管理職員

　 　 上位、 標準の区分

　 　 標準の区分のみ（ 一律）

令和4年4月2日から 令和5年4月1日
ま でにおける 運用

　 　 標準、 下位の区分

　 イ 　 人事評価を活用し ている
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４　職員の手当の状況
）

（ ( ( ( ( (

( 　 ) 内は、 再任用職員に係る 支給割合です。

＊令和３ 年人事院勧告における 0. 15月分の引き 下げ分（ 4. 45月→4. 3月） を令和４ 年６ 月期で実施し ていま す。

＊管理職員は課長級以上を対象に活用し ていま す。

支給可能な
成績率

支給実績が
ある 成績率

○

未定

　 　 上位、 標準の成績率

期末手当（ ＊）

月分 2. 55 月分月分

1, 650

阪南市

月分）1. 45 月分）

職制上の段階、 職務の級等によ
る 加算措置
　 ・ 役職加算　 　 　 5～20％
　 ・ 管理職加算　  10～25％

1. 90

－

期末手当（ ＊）

千円

１ 人当たり の平均支給年額

国大阪府

0. 90 月分）

期末手当

1. 45

勤勉手当

　 イ 　 人事評価を活用し ている

　 　 上位、 標準、 下位の区分成績率 〇

　 　 標準の成績率のみ（ 一律）

○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（ 阪南市）

〇

1. 35月分）

職制上の段階、 職務の級等によ る 加算措
置
・ 役職加算　 　 　 5～20％

　 ロ 　 人事評価を活用し ていない

管理職員

月分）

　 　 標準、 下位の成績率

一般職員

〇

活用し ている 成績率
支給可能な

成績率
支給実績が
ある 成績率

　 　 活用予定時期

2. 55 月分

勤勉手当

1. 90 1. 90

1, 589

勤勉手当

職制上の段階、 職務の級等によ る
加算措置
　 ・ 役職加算　 　  5～20％
　 ・ 管理職加算　 10～25％

（ １ ） 　 期末手当・ 勤勉手当

千円

令和3年度中における 運用

（ 令和３ 年度普通会計決算

0. 90

月分2. 40

月分）

月分

１ 人当たり の平均支給年額

0. 90
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（ ２ ） 　 退職手当

＊退職手当の1人当たり の平均支給額は、 前年度に退職し た全職種に係る 職員に支給さ れた平均額です。

（ ）

/

月分

応募認定・ 定年

支給対象地域

（ 支給率）

勤続３ ５ 年

応募認定・ 定年

33. 27075

月分

33. 27075

39. 7575

国の制度( 支給率）

月分

その他の加算措置

勤続２ ５ 年

令和３ 年度普通会計決算

円

１ 人当たり の平均支給額

47. 709

応募認定・ 定年

勤続２ ０ 年

勤続２ ５ 年

月分勤続２ ０ 年

定年前早期退職特例措置
（ 2～45％加算）

その他の加算措置

47. 709

月分

月分

6%

勤続３ ５ 年

( 令和4年4月1日現在）

人

24. 586875

月分

最高限度

28. 0395

月分

19. 6695

47. 709

24. 586875

月分

自己都合

最高限度

阪　 　 南　 　 市

月分

28. 0395

39. 7575

19. 6695

47. 709

自己都合

地域手当補正後のラ ス パイ レ ス 指数／ラ ス パイ レ ス 指数

月分

千円

支給率

定年前早期退職特例措置
（ 2～45％加算）

千円

自己都合

47. 709

1, 990

月分

月分

（ ３ ） 　 地域手当

月分

阪南市全地域

支給対象職員数

20, 126

＊地域手当補正後ラ ス パイ レ ス 指数と は、 地域手当を加味し た地域における 国家公務員と 地方公務員の給与水準を比較する ため、 地域手当の支給率を用いて補正し たラ ス パイ レ ス 指数。
＊補正前のラ ス パイ レ ス 指数×（ １ ＋当該団体の地域手当支給率） ／（ １ ＋国の指定基準に基づく 地域手当支給率） によ り 算出。

月分

47. 709

月分

95. 7 95. 7

84, 703支給実績

6%

237, 263

国

千円

（ 支給率）

357

支給職員１ 人当たり 平均支給年額
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（ ）

（ ５ ） 　 時間外勤務手当 （ 令和２ 年度及び令和３ 年度普通会計決算）

千円 千円

千円 千円

（ 令和２ 年度及び令和３ 年度普通会計決算）

千円 千円

千円 千円

手当の名称

緊急時( 災害時） の業務

死獣収集手当

緊急呼出手当 緊急時に呼び出し を受けた職員

支給実績

市税徴収業務に従事する 職員

2, 527

61, 634支給職員１ 人当たり 平均支給年額

死獣収集業務

行旅死亡人収容作業手当

職員１ 人当たり 平均支給年額

36, 721

市税徴収業務

14

令和３ 年度

41人

主な支給対象職員

11. 5%

支給実績

主な支給対象業務

円

対象職員

令和３ 年度普通会計決算

職員全体に占める 手当支給職員の割合

千円

左記職員に対する 支給単価

ごみ収集業務

（ ４ ） 　 特殊勤務手当

100円/日額

100円/日額

400円/日額

1, 500円/1匹犬・ 猫等の死体収集に従事する 職員

令和３ 年度

職員１ 人当たり 平均支給年額

行旅死亡人の収容作業に従事する 職員

収集業務に従事する 職員収集業務手当

令和２ 年度

198

2, 000円/1件

＊職員1人当たり 平均支給額を算出する 際の職員数は、 「 支給実績( 決算年度） 」 と 同じ 年度の4月1日現在の総職員数( 管理職員、 教育職員等、 制度上時間外勤務手当の支給対象と はなら な
い職員を除く ） であり 、 短時間勤務職員を含む。

12

3, 695

1, 000円/1回

行旅死亡人収容業務

社会福祉業務

支給実績 3, 146

135

令和２ 年度

54, 415

（ ６ ） 　 休日勤務手当

社会福祉業務に従事する 職員

市税徴収業務手当

社会福祉業務手当
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（ ７ ） 　 その他の手当

≪自動車等交通用具使用者≫

・ 部長相当職

・ 副理事相当職

・ 課長相当職

・ 課長代理相当職

扶養手当

管理職手当

・ 片道30㎞以上35㎞未満

80, 000

≪賃貸居住者≫
　 （ ア） 月額16, 000円以下の家賃を支払っている 職員
　 　 　 　 …0円
　 （ イ ） 月額16, 000円を超え、 27, 000円以下の家賃を支払っている 職員
　 　 　 　 …家賃額-16, 000円
　 （ ウ ） 月額27, 000円を超え、 61, 000円以下の家賃を支払っている 職員
　 　 　 　 …（ 家賃額-27, 000円） ×1/2+11, 000円
　 （ エ） 月額61, 000円を超える 家賃を支払っている 職員
　 　 　 　 …28, 000円

10, 000

15, 800

円

円

円

円

円

円

24, 400

232, 331千円

・ 配偶者　 （ 7級以下） 6, 500円、 （ 8級） 3, 500円
・ 子　 　 　 　 10, 000円
・ 父母等  （ 7級以下） 6, 500円、 （ 8級） 3, 500円
・ 扶養親族のう ち満16歳の年度初めから 満22歳の年度末ま での子1人に
つき
　 5, 000円加算
　 ※7級以下、 8級と は一般職給料表における 等級を表す

・ 片道45㎞以上50㎞未満　

円50, 000

・ 片道15㎞以上20㎞未満

50, 587

円

・ 片道20㎞以上25㎞未満

29, 800

内容及び支給単価

・ 片道40㎞以上45㎞未満　

通勤距離に応じ た額
を支給

2, 000

( 令和4年4月1日現在）

円

円

通勤手当

35, 082

同

26, 200

円

円

円

円

円40, 000

円

千円
・ 片道25㎞以上30㎞未満

円

円

31, 600

千円

27, 085

15, 033

18, 700

円・ 片道2㎞以上5㎞未満

支給実績
（ 令和3年度普通

会計決算）

同

住居手当

12, 900

・ 片道10㎞以上15㎞未満

・ 片道55㎞以上60㎞未満　

・ 片道5㎞以上10㎞未満

・ 片道60㎞以上

千円

100, 688

616, 915

職員1人当たり
平均支給年額

（ 令和3年度普通会計決算）

28, 000

国の制度と
異なる 内容

300, 660

円

手　 当　 名

4, 200

7, 100

21, 600・ 片道35㎞以上40㎞未満　

円

・ 片道50㎞以上55㎞未満　

同

国の制度
と の異同

60, 000

≪交通機関利用者≫
・ 月額55, 000円を限度と し て全額支給
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５　特別職の報酬等の状況　

＊給料の減額（ 市長： 25％減額、 副市長： 11. 5％減額） を実施し ていま す。

＊令和３ 年人事院勧告における 0. 15月分の引き 下げ分を令和４ 年６ 月期で実施し ていま す。

480, 000

（ 減額前）

副議長

円副市長

備考

議長

円

（ 減額前）

市長

18, 360, 000 円

（ 1期の手当額）

給　 料　 月　 額　 等

530, 000

850, 000

議長

（ 減額前）

637, 500

円

（ 参考） 　 類似団体における 最高/最低額

（ 算定方法） （ 支給時期）

市長

(令和4年4月1日現在）

令和2年11月12日に市長である も のは退職手当を不支給と する 。

区　 　 分

885, 000円/547, 600円

給料月額×45/100×在職月数

円

副市長

任期ごと

円

市長

退
職
手
当

円

議員

副議長

460, 000

副市長

637, 200

4. 15月分
（ 令和３ 年度支給割合）

8, 640, 000

報
酬

期
末
手
当

任期ごと

給
料

円

給料月額×25/100×在職月数

4. 15月分
（ 令和３ 年度支給割合）

円

（ 減額前）

（ 減額前）

議員

530, 000

480, 000

460, 000

円

円

円

737, 000円/366, 000円

653, 000円/294, 000円

591, 000円/266, 000円

1, 061, 000円/455, 000円

720, 000
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６　職員数の状況

（ １ ） 　 部門別職員数の状況と 主な増減理由 ( 令和4年4月1日現在）

 〔 〕 〔 〕  〔 〕

＊職員数は一般職に属する 職員数であり 、 派遣職員、 非常勤職員を除き ま す。

＊〔 　 　 　 　 〕 内は、 条例定数の合計です。

74

40

▲ 1

農林水産

1

0

52. 01

▲ 12

3

7

45

8 ▲ 1

合　 　 計

小　 　 計

92民　 　 生

▲ 5

0

その他

小　 　 計

人口1万当たり の職員数

衛　 　 生

120

▲ 1

7. 27

53

人口1万当たり の職員数

0

下水道事務の見直し

30

38

51. 26

税務一般の事務の見直し

令和3年

91

64. 94

0

その他事務の見直し

土　 　 木

※類似団体の人口１ 万当たり の職員数

26

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 区
分
　 部門

7

25

5

総　 　 務

人

71

民生一般の事務の見直し

土木一般の事務の見直し

衛生一般の事務の見直し

5

普
通
会
計
部
門

令和4年

商　 　 工

09

19

人

※類似団体の人口１ 万当たり の職員数主　 な　 増　 減　 理　 由

人

税　 　 務

総務一般の事務の見直し

▲ 13

9

対前年
増減数

人

人

議　 　 会 0

職　 員　 数

0労　 　 働

人口1万当たり の職員数

一
　
般
　
行
　
政

422 422

教 育 部 門 65

29

0

水　 　 道

人口1万当たり の職員数

1

教育事務の見直し

※類似団体の人口１ 万当たり の職員数

小　 　 計

0

338

▲ 13363

公営企業等会
計

376 人

0

273 272

325 62. 14

下水道

69. 41

9

38

0
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（ ２ ） 　 年齢別職員構成の状況

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

*一般行政職の構成です。

職員数( 人）

44歳

6. 0

60歳32歳

56歳20歳

35歳

335

52歳

59歳

4623

7. 7 26. 0

13

47歳31歳

構成比( %）

32歳

区　 分

44歳

1006. 37. 4

計

59歳

職員数( 人）

20歳

17

28歳 40歳

43歳

3. 9

55歳47歳

52歳

( 令和4年4月1日現在）

23歳

60歳

20歳 24歳

48歳

27歳

11

未満

8. 76. 7 4. 4

1374

13

区　 分

20歳

43歳

5. 2 13. 1

56歳

35歳

36歳

51歳31歳

4. 6

【 参考 】 5年前の構成比

0

1. 8

39歳

0. 0

42

55歳

54

構成比( %）

27歳

36歳

23歳

1. 6

4

24歳

以上

40歳28歳

未満

0. 0

11

18. 3 21. 4 6. 3

160

1005. 2 9. 1

以上

28529

10. 2

48歳

33

14. 6

計

252

51歳

22

1821 17 22

39歳

11. 5

1.8

3.9

7.4

10.2

6.3

6.0

7.7

14.6

26.0

11.5

4.6

0

1.6

6.7

8.7
5.2 5.2

9.1

18.3

21.4

13.1

6.3

4.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

年齢別職員構成の状況

構成比

5年前の構成比
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（ ３ ） 　 職員数の推移 単位： 人

＊各年における 定員管理調査において報告し た部門別職員数。

％▲ 14

公営企業等会計計 54 3838 ▲ 16

総合計 363

70

272270 273268

54

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年度

　 部門別

71

268 4

▲ 30370392

325

過去5年間の
増減数（ 率）

65

平成29年度

393

▲ 18教　 　 育

令和3年度

1. 5

38

％376

▲ 4. 1

▲ 29. 6

▲ 7. 6

38

379

％

▲ 25. 4

332341

％

％

平成31年度

264一般行政

68

339 338普通会計計 338

71

平成30年度 令和4年度

53

令和2年度
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７　勤務時間・勤務条件の状況
( 令和4年4月1日現在）

◆服務の状況

地方公務員法及び阪南市条例に基づき 、 義務規定・ 禁止規定の遵守。

８　分限処分及び懲戒処分の状況 （令和３年度 ）

◆分限処分

◆懲戒処分

９　退職管理の状況 （令和３年度 ）

・ ・ ・

区分

阪南市

戒告 減給 停職 免職

1件 0件 0件 0件

人退職時に課長級以上であった職員の営利企業等への再就職者数

　 週休日（ 土曜・ 日曜） ・ 祝日・ 年末年始

28件

降給免職

１ 日の勤務時間 　 7時間45分

年次有給休暇・ 病気休暇・ 特別休暇（ ボラ ンティ ア休暇・ 結婚休
暇・ 出産休暇・ 看護休暇・ 忌引休暇・ 夏季休暇・ 妊産婦の休息な
ど ） ・ 介護休暇・ 介護時間

　 38時間45分１ 週間の勤務時間

休暇

1

0件

区分

阪南市 0件 0件

降任 休職

休日
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１０　研修の状況 （令和３年度 ）

１１　福祉及び利益の保護の状況 （令和３年度 ）

１２　公平委員会の業務状況 （令和３年度 ）

受講者数

3213

特別研修

階層別研修 講座

講座

講座 人

37 人

0 件

0

厚
生
福
利
制
度

厚生制度

件

職員が公務によ り 死亡・ 負傷、 ま たは、 疾病にかかった場合の
補償（ 療養補償・ 休業補償・ 障害補償・ 遺族補償等）

公務災害補償

2

人

派遣研修等

17

延べ受講者数 330

261 人

勤務条件に関する 措置の要求

阪南市職員厚生会

0

不利益処分に関する 審査請求

職員健康診断

共済制度
退職厚生年金・ 障害厚生年金・ 障害手当金・ 遺族厚生年金給付
事業・ 貸付事業・ 健康保険・ 出産育児一時金・ 疾病予防の実施

＊不利益処分に関する 審査請求・ ・ ・ 懲戒処分など の処分を受けた職員は、 公平委員会に対し 行政不服審査法によ る 審査請求が
でき る 制度のこ と です。

件終了 0

＊勤務条件に関する 措置の要求・ ・ ・ 職員は、 給与、 勤務時間その他の勤務条件に関し 、 公平委員会に対し て、 地方公共団体の
当局によ り 適当な措置が執ら れる べき こ と を要求する こ と ができ る 制度のこ と です。

新規 件

前年度から の継続 件

0

0

内容

件
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